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マスター タイトルの書式設定

クレジットカード規制問題
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マスター タイトルの書式設定ピクシブ︓新規約公開
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マスター タイトルの書式設定ピクシブ︓新規約公開

4出典︓pixiv HP（https://www.pixiv.net/info.php?id=8864）



マスター タイトルの書式設定BOOTH︓禁⽌商品
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マスター タイトルの書式設定BOOTH︓要修正商品とは何ですか︖
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マスター タイトルの書式設定

ファスト映画
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マスター タイトルの書式設定「ファスト映画」無断投稿 男⼥に計5億円の賠償命令 東京地裁判決

8出典︓毎⽇新聞 2022/11/17 13:21（最終更新 11/17 19:33）（https://mainichi.jp/articles/20221117/k00/00m/040/129000c）

（略）
ファスト映画は、映画の結末までのストーリーを10〜15分程度にまとめた動画。男⼥2⼈は2021年6⽉、5本のファスト映画を無断で動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿したとして著作権法違反容疑で宮城県警に逮捕され、仙台地裁が
同11⽉にいずれも執⾏猶予付きの有罪判決を⾔い渡し、確定している。2⼈は今回の訴訟で著作権侵害を争わず、賠償額がどう認定されるかが争点だった。

判決は、2⼈が20年初めごろから10⽉下旬までに「おくりびと」や「シン・ゴジラ」など54本のファスト映画を無断投稿し、約700万円の広告収⼊を得たと認定。利⽤者がユーチューブ上から公式映画をレンタルする場合に本来は400円程度
かかることや、投稿されたファスト映画が作品全体を把握できる内容だったことなどから、閲覧者による再⽣1回当たりの損害額は原告側の主張通り200円が相当と判断した。

投稿されたファスト映画の再⽣回数は計1000万回を超え、本来の被害額は計約20億円となるが、原告側は請求額を計5億円に絞って提訴していた。
（略）



マスター タイトルの書式設定海賊版の定義、ファスト映画の定義
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海賊版
l 法令上の定義なし
l 知的財産推進計画には「海賊版・模倣品対策」という⽤語があるが、厳格な定義はなし。
l 「海賊版」は、著作権侵害に係るものを想定（内閣府）
l 「模倣品」は、匠権侵害に係るもの等コピー商品を想定（内閣府）

ファスト映画
l 法令上の定義なし
l 「映画の著作物を短時間のものに編集し、ナレーションを付するなどしてあらすじを紹介
する動画」（ファスト映画刑事事件仙台地⽅裁判所2021年11⽉16⽇判決）

l 「映画の著作物を短時間のものに編集し、ナレーションを付するなどしてあらすじを紹介す
る動画を作成し、インターネット上で公開するという、いわゆるファスト映画の作成及び公
開は、映画の著作権者が正当な対価を収受する機会を失わせ、映画の収益構造を
破壊し、ひいては映画⽂化の発展を阻害しかねないものであり、厳しい⾮難に値する。
また、被告⼈らは、役割を分担し、常習的、職業的に著作権侵害⾏為を繰り返す中で
各犯⾏に及んでいる。」（同判決）



マスター タイトルの書式設定2018年著作権法改正︓TPPの締結に伴う⼀部⾮親告罪化

10出典︓⽂化庁HP（https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/pdf/r1408266_01.pdf）



マスター タイトルの書式設定2020年著作権法改正︓リーチサイト規制

11

出
典
#
⽂
化
庁H

P
https://w

w
w
.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r

02_hokaisei/pdf/

92
35
96
01_

02.pdf



マスター タイトルの書式設定2020年著作権法改正︓侵害コンテンツDL違法化
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マスター タイトルの書式設定著作権︓コミックマーケットのルール
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頒布・提供禁⽌物

l 法令に触れる物。ワイセツ図画および児童ポルノ、著しく知的財産権（著作権、商標権
等）を侵害する物。医薬品医療機器等法・⾷品衛⽣法に抵触する物（ただし、⾷品
業者が衛⽣的な環境で製造・包装、密封した、アルコール類以外の物は頒布可能で
す）。

※ こうした法令を把握し、注意をして下さい。また、抵触していなくても製造物責任法や
⺠法に基づき、損害賠償責任を負う場合があります。

l コミケットの趣旨に反する物。法⼈が発⾏、制作した物、法⼈主催イベントの⼊場券。古
物。
燃料を充てんした、すぐに発⽕できる状態の器具。ただし、ロウソクについては密封されて
いる状態、ライターもオイルが⼊っていない状態であれば頒布可能です。

l 持込禁⽌物（次項参照）。

出典︓コミックマーケット101サークル参加申込書セット（https://www2.comiket.co.jp/info-c/C101/C101Appset.pdf）



マスター タイトルの書式設定著作権︓⾚ブーブー通信社のルール
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Q
原作の漫画やアニメ、ゲームの画像（またはその⼀部）を複写して⾃分の同⼈誌に使⽤
して頒布してもよいのでしょうか︖

できません。

弊社イベントでは、他者に著作権・肖像権 等のある画像を「複写（精巧な模写含む）」し
無許諾使⽤したり流⽤した同⼈誌・グッズは頒布はできません。
※正当な引⽤・転載が認められる場合を除きます。

構図やデザインが⼀部、意図せずに似てしまう事もありますので、無闇に本ルールを拡⼤解
釈・濫⽤することは⾮常に危険ですが、パロディ作品から海賊版への⼀線を超えてしまわない
よう、よくよく考えて作品制作にあたってください。

出典︓⾚ブーブー通信社FAQ（https://www.akaboo.jp/faq/public/ca015.html#ca0150011）



マスター タイトルの書式設定著作権︓スタジオYOUのルール
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当⽇のご注意

l 『刑法175条』に抵触する、性器・性⾏為の露⾻な描写がある図画、また適切に修正さ
れていない図画の販売・頒布・持ち込みは禁⽌です。

l 公式で使⽤されている『ロゴ』や『イラスト』（それと⾒分けがつかないもの・トレースを含
む）を無許可で使⽤し、商標権および著作権を侵害する⾏為は禁⽌です。

l グッズ作品等に関しては公式グッズと混同されかねないものやファン活動の範囲を越えてい
るものの頒布はご遠慮ください。

l 当事者の許可なく他サークルの同⼈誌を展⽰・販売すること（古本販売）、市販物販
売（テレカ・ラミカ・中古品・古本・ポスター・景品等）、飲⾷物、⼿作りコスメ（⽯鹸含
む）の販売は禁⽌です。なお、ディスプレイ（飾り）で市販品を使⽤する場合は、販売
物でないことを明確にするようお願いいたします。

（以下省略）

出典︓スタジオYOU サークル参加（https://www.youyou.co.jp/circle/circle.html）



マスター タイトルの書式設定著作権︓無許諾で漫画やアニメ、ゲームの画像を利⽤できる場合
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引⽤（著作権法32条）

① 公表要件︓公表された著作物であること
② 引⽤要件︓引⽤であること

１．明瞭区別性︓
引⽤部分と被引⽤部分が明瞭に区別できること

２．主従関係性︓
引⽤部分が主、被引⽤部分が従であること

③ 公正慣⾏要件︓公正な慣⾏に合致すること
④ 正当範囲要件︓報道、批評、研究その他の⽬的上正当な範囲内
であること

⑤ 出所明⽰義務



マスター タイトルの書式設定権利⾏使に消極的な⽇本の権利者

17

出
典
#
⽂
化
庁
﹁
海
賊
版
対
策
情
報
/
0
1
2
3
4
5
﹂

https://w
w

w
.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.htm

l



マスター タイトルの書式設定ファスト映画は著作権侵害に厳しい会社を避けて投稿作品を選定

18出典︓CODA「「ファスト映画」アップロード、3名に有罪判決」（http://coda-cj.jp/news/detail.php?id=224）

（略）
初公判において3名はいずれも起訴内容を認めました。検察は主犯
格とされる被告Aに懲役2年、罰⾦200万円を求刑したほか、被告
Bに懲役1年6ヶ⽉、罰⾦100万円、被告Cに懲役1年6ヶ⽉、罰
⾦50万円を求刑していました。⼀⽅、3名の弁護側は反省の態度
が⾒られるなどとして、執⾏猶予付きの判決を求めていました。

また、警察、検察のご尽⼒により、初公判では⾦銭⽬当てで組織
的にファスト映画投稿を⾏っていたことや、著作権侵害申告を⾏った
映画会社をリストアップし、それらの会社を避けて投稿作品を選定し
ていたなど、悪質な犯罪の実態も判明していました。
（略）



マスター タイトルの書式設定政府の海賊版対策︓総合メニュー(2021年4⽉9⽇時点)
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マスター タイトルの書式設定通信の秘密の保護
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マスター タイトルの書式設定通信の秘密の制限

21

p刑事訴訟法（100条・222条）… 郵便物の押収
p刑事訴訟法（81条）… 接⾒交通にかかる通信物の

検閲、接受の禁⽌、押収
p郵便法（40条、41条）… 郵便物の開⽰請求
p関税法（122条）… 郵便物の差押え
p破産法（190条）… 破産者宛ての郵便物等の開披
p監獄法（46条以下）… 在監者の信書の検閲等
p通信傍受法… 通信の傍受 等



マスター タイトルの書式設定諸外国におけるサイトブロッキングの運⽤状況
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マスター タイトルの書式設定知的財産戦略本部会合・犯罪対策閣僚会議 2018年4⽉13⽇決定
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マスター タイトルの書式設定刑法︓第⼀編 第七章 犯罪の不成⽴及び刑の減免

24

（正当⾏為）
第三⼗五条 法令⼜は正当な業務による⾏為は、罰しない。
（正当防衛）
第三⼗六条
１ 急迫不正の侵害に対して、⾃⼰⼜は他⼈の権利を防衛するため、やむを
得ずにした⾏為は、罰しない。
２ 防衛の程度を超えた⾏為は、情状により、その刑を減軽し、⼜は免除する
ことができる。
（緊急避難）
第三⼗七条
１ ⾃⼰⼜は他⼈の⽣命、⾝体、⾃由⼜は財産に対する現在の危難を避ける
ため、やむを得ずにした⾏為は、これによって⽣じた害が避けようとした害の程度
を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた⾏為は、情状
により、その刑を減軽し、⼜は免除することができる。
２ 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適⽤しない。



マスター タイトルの書式設定実施されなかった 緊急対策としての海賊版サイトブロッキング
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2018年4⽉13⽇

2018年4⽉23⽇

菅官房⻑官（当時）が、閣議後記者会⾒で、マンガ・アニメの海賊版
サイトに関して、政府の緊急対策として、法制度整備までの間、⺠間
事業者が⾃主的な取組みとして特に悪質なサイトをブロッキングでき
るよう制度を検討していくと発表。

NTTグループが、2018年4⽉13⽇に決定された「インターネット上の海
賊版対策に関する進め⽅について」に基づき、サイトブロッキングに関す
る法制度が整備されるまでの短期的な緊急措置として、海賊版3サイ
トに対してブロッキングを⾏うこととし、準備が整い次第実施するとの報
道発表。
※ 3サイト︓ 「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」

NTTグループからの報道発表はあったが、その後、 「漫画村」、
「Anitube」、「Miomio」のいずれもが閉鎖されたため、実際には
ブロッキングは実施されなかった。



マスター タイトルの書式設定児童ポルノ情報に対するブロッキング
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